
団体規約（会則）の例（参考） 

※団体規約（会則）を新たに作成する団体は、活動の実情に合わせながら、会員同士が協議して作成して

ください。 

 

                       規約 

 

 

１．（名称）本会は、                と称する。 

２．（目的）本会は、       について自ら学習し、会員相互の親睦を図り、もって市

民文化の向上を図ることを目的とする。 

３．（活動）本会は、目的達成のため協力して下記の活動を行う。 

①学習会 

②地域への呼びかけ 

③発表会の開催 

④その他、目的達成のために必要な事項 

４．（会員資格） 

本会の会員は、                  に興味があり、本会の目的に賛同するものは

誰でも入会することができる。 

５．（役員・任期・選出方法） 

本会に次の役員を置く。 

①代表       １名 

②副代表     若干名 

③会計       １名 

役員の任期はそれぞれ１年間とし、再選を妨げない。 

役員は、任期が満了する前に会員全員の協議により互選するものとする。 

６．（役員の任務） 

①代表は本会の意思を代表する。 

②副代表は代表を補佐し、代表に事故ある時はその職務を代行する。 

③会計は、本会の会計を管理する。 

７．（経費）本会の経費は、会費及び寄付金をもってあてる。 

８．（会費）本会の会費は、会員一人月額             円とする。 

但し、行事等で不足分が生じた場合は、会員の同意を得て徴収することができる。 

９．（規約の改正） 

本会の規約は、会員全員の同意をもって行う。 

 

 

付則この規約は、令和    年    月    日から発効する。 


